
 

 

 

地域子ども・子育て支援事業に関する 

量の見込みと提供体制の確保について 
 
 
 
 
 
 
 

平成２６年１２月１１日 

兵庫県子ども・子育て会議 

教育・保育需給検討部会資料

資料２ 



1 

 

１ 基本的事項 
・ 市町村は、子ども・子育て家庭を対象とする事業として、市町村子ども・子育て支援事業計画に従い、２に記

載の 13事業を実施する（子ども・子育て支援法第 59条） 
・ 国又都道府県は同法に基づき、事業実施に必要な費用に充てるため、交付金を交付することができる(負担割合

は国：県：市町＝１：１：１ 政令市・中核市も県負担あり) 。 
 
 ○ 子ども・子育て支援法に基づく基本指針では、県計画に年度ごとの地域子ども・子育て支援事業計画の量の見

込みや、確保方策を記載することは義務付けられていないが、事業の実施にあたり実施箇所数等について課題が
生じるおそれがある事業（利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、ファミリー・サポートセンター事業、病
児保育事業、放課後児童クラブ）について、７月 25日に推進方策をお示しした。 

 
○ 今回、７月 25 日に推進方策を示した事業に加え、施設型給付と密接に関係する一時預かり事業について、計画

に記載する方向とし、市町計画の積上げによる「量の見込み」と「確保方策」をとりまとめた。 
 
○ とりまとめに当たっては、８～９月にかけて市町に対して計画のヒアリングを行い、事業の実施予定がない場

合には、実施の働きかけを行なうなど提供体制の確保に努めた。 
 

 
２ 各事業の概要 
番号 区 分 事業名 事業概要 

１ 全ての子
どもを対
象にした
事業 

新利用者支援事業 子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業
等の情報提供及び必要に応じ、相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡
調整等を実施する事業 

２ 地域子育て支援拠点事
業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、
情報の提供、助言その他の援助を実施する事業 

Ⅰ 地域子ども・子育て支援事業の概要 
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番号 区分 事業名 事業概要 

３  ファミリー・サポー
ト・センター事業 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり
等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互
援助活動に関する連絡、調整を行う事業 

４ 乳児家庭全戸訪問事業 生後４ヶ月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供
や養育環境等の把握を行う事業 

５ 保育所の
附帯的事
業 

一時預かり事業 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主とし
て昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点等におい
て、一時的に預かり、必要な保育を行う事業 

６ 延長保育事業 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間にお
いて、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業 

７ 病児保育事業 病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等
が一時的に保育等をする事業 

８ 小学生を対
象 

放課後児童クラブ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後に小学校の余裕教室、児
童館等を活用して適切な遊び及び生活の場を確保し、その健全な育成を図る事業 

９ その他 子育て短期支援事業 保護者の疾病等により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童
を児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業 

10 養育支援訪問事業 養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等
を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業 

11 妊婦健康診査 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として①健康状態の把
握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた
医学的検査を実施する事業 

12 新実費徴収に係る補足
給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払
うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事
への参加に要する費用等を助成する事業 

13 新多様な主体が本制度に参入す
ることを促進しるための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事
業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業 

Ⅰ 地域子ども・子育て支援事業の概要 
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１ 事業概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 利用者支援事業 
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２ 事業創設の背景 
新制度では、多様な教育・保育施設や事業が用意されることから、子どもや保護者がそれらの中から自分の家庭

に一番ふさわしいメニューを、確実かつ円滑に利用できるようコーディネートが必要であるため。 
※ 当初の政府案にはなかったが、国会審議の過程でその重要性が共通認識され、３党合意に基づき法定化された。 

 

３ 現状及び課題 
(1) 新制度の効果的な運用に極めて重要な事業であり、積極的な事
業展開が望まれるが、今年度、保育緊急確保事業において、県内
では６市（別表のとおり）のみが実施 

(2) 今年度実施する市の内、市役所等行政の窓口で対応する「特定
型」が多数となっているが、国は地域連携の実施と、「親子が集ま
りやすい場所」で気軽に相談に応じる「基本型」を推奨しており、
これを推進する必要がある。 

 
４ 推進方策案 
(1) 制度創設の背景を踏まえ、８～９月に行う市町ヒアリングを通じて、全市町に対して、基本型を前提に早期の

事業開始を働きかける。 

(2) 基本型の実施を前提にするが、地域の実情を踏まえ特定型の実施も可とする。 

 

 
 

Ⅱ 利用者支援事業 

H26年度　利用者支援事業の実施予定

実施市町 箇所数 内訳

基本型 ２市 ２か所 宝塚市、三田市

特定型 ４市 １４か所
神戸市（11か所）、姫路市、
西宮市、朝来市

実施状況
類型
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５ 量の見込みと確保方策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 利用者支援事業 

72 か所 73 か所 75 か所 76 か所 76 か所

16 か所 67 か所 70 か所 73 か所 75 か所 76 か所

全市町実施
主なもの　神戸市11か所、多可町６か所、丹波市６か所、西宮市５か所、尼崎市３か所、

朝来市３か所、香美町３か所

量の見込み

確保
方策

箇所数

具体策等 ６市

３１年度年　　度
26年度

(実績見込）
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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１ 事業概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 地域子育て支援拠点事業 

地 域 支 援 
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２ 実施場所 

本県における本事業の実施場所は、児童館が最も多く 147 箇所、次いで子育て支援センター等の公共施設で市町
が運営しているものが 88箇所となっている。 
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Ⅲ 地域子育て支援拠点事業 
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３ 現状と課題 
(1) 国は「子ども・子育てビジョン」（H22.1.29 策定）において、平成 26年度までに１万か所（中学校区に１箇所）

の設置目標を掲げているが、平成 24年度の実施箇所は 5,968 か所に止まっている。 

(2) 中学校区に１つ設置とすれば、本県には 345 か所（H25 年度の市町立・組合立の中学校数）が必要。これに対
して実施か所は 291 か所（H26.3 月届出）に止まっている。 

＜参考＞ 
 本県では、類似の事業として「乳幼児子育て応援事業」（私立保育所対象）、「１・２歳児子育て応援事業」（私立
幼稚園）を実施しており、開設時間等の違いはあるが、これらを含めると国の設置目標を超えている。 

 
〔類似事業の比較〕 

 地域子育て支援拠点事業 乳幼児子育て応援事業 １歳児子育て応援事業 
２歳児子育て応援事業 一般型 連携型 

事業内容 ・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

・子育て等に関する相談、援助の実施 

・地域の子育て関連の情報提供、子育て・子育て支援に関する

講演会等の実施 

・親を対象とした教室 

・親子で体験する講座 

・親を対象とした講座 

・親子で体験する教室 

（１歳児向け） 

・子育てサロンの開設、運営 

・子育て相談 ・親子交流会 

開設時間等 週３日以上、１日５H以上 週３日以上、１日３H以上 年間 96 回又は 48 回以上 

１日 5.5 時間 

２歳児 年間 96回まで 

１歳児 200(又は 100日)以上 

職員配置 子育ての知識と経験を有する専

任の者２人以上 

子育ての知識と経験を有する

専任の者１人以上 

特になし ２歳児 幼児 6人に教員１人 

１歳児 企画・相談対応等を行う職員１人 

実施場所 公共施設、保育所等の児童福祉

施設、小児科医等の医療施設 

児童館・児童センター、保育

所等 

私立保育所 私立幼稚園 

事業費 3,583～7,948 千円/園 

事業の追加に応じた加算有り 

1,696～2,640 千円/園 

事業の追加に応じた加算有り 

592～1,185 千円/園 ２歳児 8～1,536 千円／園 

１歳児 650～1,300 千円／園 

実施箇所数 291 箇所 438 園（H25） ２歳児 157 園（H25) 

１歳児  46 園（H25） 

Ⅲ 地域子育て支援拠点事業 
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４ 推進方策案 

(1) 本事業は、利用者支援事業の拠点となることも考えられることから、市町に対しては「子ども・子育てビジョ
ン」に基づき、中学校区に１か所程度の設置を働きかける。 

(2) 実施主体については、地域の子育て支援が義務付けられている認定こども園（特に幼保連携型）を中心に、幼
稚園、保育所の活用を働きかける。 

 

 
 
５ 量の見込みと確保方策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 地域子育て支援拠点事業 

1,828,521 人日 1,805,139 人日 1,771,043 人日 1,738,732 人日 1,708,233 人日

293 か所 309 か所 309 か所 314 か所 316 か所 319 か所

３７市町
全市町で実施

神戸市１３４か所、姫路市２９か所、西宮市20か所、宝塚市１４か所、尼崎市１１か所　など

量の見込み

確保
方策

箇所数

具体策等

３１年度年　　度
26年度

(実績見込）
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
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１ 事業概要 
会員の相互援助により次の事業を実施 
①保育施設までの送迎 
②保育施設の時間外や、放課後などでの子どもの預

かり 
③保護者の買い物等外出時の子どもの預かり 
④保護者の病気、冠婚葬祭等急用時の子どもの預か

り 
⑤病児・病後児、早朝・夜間等緊急時の子どもの預

かり（一部地域） 
 
H25 年度活動実績 
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２ これまでの取組 
(1) 本県では H12 年度から、センター開設から５年間の運営費

補助（県単独）を実施 

(2) あわせて、依頼会員と提供会員のマッチングを行う、セン
ターのアドバイザーの研修事業を実施 

(3) 国では H26 年度から、補助要件を会員数 100 人から 50 人に
引き下げ。 

  

３ 課題 
(1) 事業の性質上、病児保育事業や一時預かり事業を補完する

事業として期待ができるが、主に但馬や淡路で未実施市町が
ある。 

(2) 提供会員数の確保（増加） 
 
 
 

 

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業の実施状況と実施予定 

Ⅳ ファミリー・サポート・センター事業 

会員数(単位：人）

H24年度 H25年度 H25-H24

依頼会員 19,561 19,228 △ 333

提供会員 5,895 6,077 182

両方会員 2,817 2,769 △ 48

28,273 28,074 △ 199

会
員
数

内   訳

合計

神戸市

明石市

播磨町

加古川市

高砂市

姫路市

太子町

たつの市

相生市

赤穂市

上郡町

宍粟市

稲美町

養父市

香美町

新温泉町

豊岡市

朝来市

福崎町

市川町

神河町

佐用町

三木市

小野市

加西市

多可町

西脇市

加東市

丹波市

西宮市

三田市

芦屋市

伊丹市

尼崎市

川西市

宝塚市

猪名川町

篠山市

淡路市

洲本市

南あわじ市

26年度までに実施

27年度から実施

凡例

29年度から実施
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４ 確保方策案 

次のような事例等について、未実施市町に周知し、事業実施を働きかける。 
① 病児保育等他事業の補完の好事例の紹介 
② 広域実施市町の事例紹介（猪名川町と川西市は、川西市のセンターを活用し、広域で事業実施） 
③ 国制度の要件緩和及び県単独の運営支援制度のＰＲ 

 
５ 量の見込みと確保方策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※一時預かり（未就学児）の「量の見込み」については、一時預かり事業（幼稚園型を除く）の量の見込みである。 

※病児・病後児の「量の見込み」については、病児保育事業の量の見込みである。 

Ⅳ ファミリー・サポート・センター事業 

年度

区分 量の見込み 確保策 量の見込み 確保策 量の見込み 確保策 量の見込み 確保策 量の見込み 確保策

一時預かり
（未就学児）

671,965 73,615 671,766 75,371 664,789 75,225 656,167 74,107 647,940 73,002

一時預かり
(就学児）

61,284 58,047 61,673 58,770 61,867 60,521 62,499 61,834 62,676 62,676

病児・病後児 59,499 247 58,843 245 58,072 342 57,404 340 56,571 423

合計 792,748 131,909 792,282 134,386 784,728 136,088 776,070 136,281 767,187 136,101

３０年度 ３１年度２７年度 ２８年度 ２９年度
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１ 一時預かり事業（幼稚園型） 
(1) 事業概要 

幼稚園等が主に園児を対象に行なう幼稚園型の一時預かり事業を創設 

Ⅴ 一時預かり事業 
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(2) これまでの取組 
○ 私立幼稚園では、幼稚園園則等で定める通常保育時間以外に当

該幼稚園で園児 を過ごさせることを「預かり保育」と定義 
○ 平日の通常保育以外にも、土・日曜日等の休業日や、夏休み等

長期休業期間中の預かり保育を実施する園もある。 
○ 私学助成の一つとして、県から園に運営費の一部を担当教員数

や実施時間等に応じて補助 
 

(3) 新制度における取扱い 
①認定こども園に移行した場合 
・保育標準認定、保育短時間認定を受けた子ども 

⇒それぞれの認定に応じた施設型給付 
・専業主婦家庭等が一時的に利用する場合 

⇒原則「一時預かり事業」 
②施設型給付を受ける幼稚園⇒原則「一時預かり事業」 
③施設型給付を受けない幼稚園⇒原則「預かり保育」 

 

(4) 量の見込みと確保方策 

＜事業実績＞ 
年  度 Ｈ２４ Ｈ２５ 

平日 

学 法 １９６園 １９７園 
非学法 ２４園 ２４園 
計(a) ２２０園 ２２１園 

実施率(a/d) 91.7％ 92.1％ 

休業
日 

学 法 6 園 6 園 
非学法 ０園 ０園 
計(b) ６園 ６園 

実施率(b/d) 2.5％ 2.5％ 

長期 
休業
日 

学 法 ９３園 ９４園 
非学法 １１園 ９園 
計(c) １０４園 １０３園 

実施率(c/d) 43.3％ 42.9％ 
全 園 数(d) ２３９園 ２４０園 

Ⅴ 一時預かり事業 

- 人日 313,789 人日 310,700 人日 305,713 人日 299,686 人日 294,864 人日

- 人日 1,930,630 人日 1,854,344 人日 1,788,857 人日 1,753,660 人日 1,714,751 人日

- 人日 2,244,419 人日 2,165,044 人日 2,094,570 人日 2,053,346 人日 2,009,615 人日

1,595,207 人日 2,164,962 人日 2,130,005 人日 2,075,721 人日 2,044,231 人日 2,009,615 人日

485 園 533 園 574 園 585 園 592 園 597 園

公立 - 園 261 園 273 園 275 園 278 園 281 園

私立 - 園 272 園 301 園 310 園 314 園 316 園

実施園数

内訳

①　１号認定による利用

②　２号認定による利用

確保方
策

一時預かり事業（幼稚園型）

具体策

合計（①＋②）

量の見
込み

３０年度 ３１年度年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度
２６年度

（実績見込）
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２ 一時預かり事業（一般型・余裕活用型等） 
(1) 事業概要 

日常生活上の突発的な事情により、一時的な家庭での保育が困難となった場合等に、保育所等において一時的
に児童を預かる。 

 

(2) 事業構成 
 

Ⅴ 一時預かり事業 



16 

 

(3) 量の見込みと確保方策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜参考：一時預かり関係事業の「量の見込み」と「確保方策」総合＞ 
 
 

Ⅴ 一時預かり事業 

※「量の見込み」及び「確保量」の各欄については、ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業、ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲを含む一時預かり全体の数値 

- 人日 671,965 人日 671,766 人日 664,789 人日 656,167 人日 647,940 人日

- 人日 538,268 人日 570,417 人日 594,208 人日 622,061 人日 647,940 人日

201,306 人日 464,527 人日 494,922 人日 518,861 人日 547,828 人日 574,812 人日

保育所 500 か所 380 か所 349 か所 336 か所 327 か所 331 か所

認定こども園 - か所 133 か所 183 か所 207 か所 227 か所 235 か所

地域子育て支援拠点 - か所 4 か所 6 か所 6 か所 6 か所 6 か所

その他 - か所 48 か所 66 か所 83 か所 83 か所 83 か所

- か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所

３１年度年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
２６年度

（実績見込）

確保
方策

確保量

一時預かり事業

具体策

訪問型

一般型

量の見込み

671,965 人日 671,766 人日 664,789 人日 656,167 人日 647,940 人日

538,268 人日 570,417 人日 594,208 人日 622,061 人日 647,940 人日

464,527 人日 494,922 人日 518,861 人日 547,828 人日 574,812 人日

保育所 380 か所 349 か所 336 か所 327 か所 331 か所

認定こども園 133 か所 183 か所 207 か所 227 か所 235 か所
地域子育て支援拠点 4 か所 6 か所 6 か所 6 か所 6 か所

その他 48 か所 66 か所 83 か所 83 か所 83 か所

0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所

73,615 人日 75,371 人日 75,225 人日 74,107 人日 73,002 人日

126 人日 124 人日 122 人日 126 人日 126 人日

年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

子育て短期支援事業
（トワイライトステイ）

子育て援助活動支援事業
（病児・緊急対応強化事業を除く）

確保
方策

確保量

一時預かり事業
（幼稚園型を除く）

具
体
策

一
般
型

訪問型

量の見込み
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１ 事業概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ 病児保育事業 
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２ 本県の病児保育の実施状況と実施予定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ 病児保育事業 

H25年度利用実績

施設種別 施設数 利用人数
１施設あたり
平均利用者

病児保育施設 24 16,783人 699人

病後児保育施設 19 1,705人 90人

※　定員数は施設毎に異なる

神戸市

姫路市

太子町

明石市

播磨町

加古川市

高砂市 稲美町

香美町

新温泉町

豊岡市

養父市

朝来市

福崎町

市川町

神河町

たつの市

相生市

赤穂市

上郡町

宍粟市

佐用町

三木市

小野市

加西市

多可町

西脇市

加東市

西宮市

芦屋市

伊丹市

尼崎市

三田市

川西市

宝塚市

猪名川町

丹波市

篠山市

淡路市

洲本市

南あわじ市

26年度までに実施

27年度から実施

凡例

29年度から実施

31年度から実施

28年度から実施

実施状況（H26.12.1 現在） 

病  児
対応型

病後児
対応型

合計

神戸市 13 13
姫路市 1 3 4
宝塚市 1 2 3
加古川市 3 3
西宮市 1 1 2
尼崎市 2 2
伊丹市 2 2
明石市 1 2 3
丹波市 1 1 2
芦屋市 1 1
川西市 1 1
三田市 1 1
高砂市 1 1
播磨町 1 1
西脇市 1 1
三木市 1 1
小野市 1 1
加西市 1 1
加東市 1 1
多可町 1 1
たつの市 1 1
豊岡市 1 1
朝来市 1 1

合計 28 20 48
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３ これまでの経緯等 
(1) 本県では、現行の制度となった H19 年度は病児対応型・病後児対応型の外に自園型（現体調不良型）も補助対

象としていた。 
(2) H20 年度から利用状況を踏まえて、一つの病児保育施設を複数の保育所利用者が活用することを推奨し、体調

不良児型への補助を廃止した（既存施設は１年の経過措置）。 
(3) この際、保育所の子どもの欠席率や、病児保育施設の利用率等から、標準的な定員４人の病児保育施設を保育

所に通う子ども 1,500 人に１か所整備することを目安とした。 
(4) 昨年度、保育所の欠席率や病児保育施設の利用率等の調査を行ったが、利用率等に大きな変化はなかった。 
(5) 国では、本事業はキャンセル率が高く、また利用者数が一定にならないなどにより、慢性的な赤字体質である

ことから、今年度、補助基準額を引き上げた。 
 

４ 課題 
(1) 市町合併等により市町域が拡大しているが、従来通り保育所の利用児童数だけに着目した配置計画で良いか。 
(2) 市町が行った利用見込み調査では、実績を大幅に上回るニーズが算出されているが、過去の利用率等を考慮す

ると、実際の利用に繋がるかは不透明である。 
(3) 働き方が多様化する中、保護者が安心して働けるよう病児保育施設の設置は必要であるが、ワーク・ライフ・

バランスの観点から、大幅に本事業を増やすのは適当でないとの意見もある。 

 
５ 推進方策案 
(1) 未実施市町については、働く保護者のセーフティーネットとして、１市町に最低１施設の設置を働きかける。 
(2) 事業者がいないため、実施できない市町には、広域利用（設置）を働きかける。 
(3) 1,500 人に１か所以上の病児保育施設を求める市町に対しては、まず広域利用やﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業による補完の

検討を依頼する。その上でもなお、地域の実情により病児保育施設が必要な場合は、市町計画の範囲で個別に対応する。 

Ⅴ 病児保育事業 
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(4) 従来の施設型に加えて、訪問型についても市町が計画に掲載している場合は実施を検討する。なお、体調不良

児型については、効率性の問題から実施を認めないものとする。 
 

６ 量の見込みと確保方策 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 病児保育事業 

※「量の見込み」及び「確保量」の各欄については、ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰによる病児・病後児預かり事業にかかる数値を含む。 

※病児保育事業未実施３町（稲美町、神河町、上郡町）はファミリー・サポート・センター事業で対応する。 

- 人日 59,499 人日 58,843 人日 58,072 人日 57,404 人日 56,571 人日

- 人日 46,246 人日 48,569 人日 51,906 人日 52,732 人日 56,571 人日

7,551 人日 45,999 人日 48,324 人日 51,564 人日 52,392 人日 56,148 人日

182 /日 245 /日 259 /日 277 /日 284 /日 322 /日

28 か所 34 か所 38 か所 42 か所 43 か所 47 か所

147 定員/日 186 定員/日 198 定員/日 204 定員/日 208 定員/日 226 定員/日

19 か所 25 か所 27 か所 30 か所 31 か所 36 か所

35 定員/日 59 定員/日 61 定員/日 70 定員/日 73 定員/日 93 定員/日

0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所

0 定員/日 0 定員/日 0 定員/日 0 定員/日 0 定員/日 0 定員/日

0 か所 0 か所 0 か所 2 か所 2 か所 2 か所

0 定員/日 0 定員/日 0 定員/日 3 定員/日 3 定員/日 3 定員/日

23 市町 25 市町 27 市町 31 市町 31 市町 38 市町

- 人日 247 人日 245 人日 342 人日 340 人日 423 人日

確保量

実施市町数

確保
方策

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度
２６年度

（実績見込）
年度

具
体
策

病児対応型

病後児対応型

体調不良児
対応型

訪問型

総定員

量の見込み

病児保育事業
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１ 事業概要 
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後に小学校の余裕教室、児童館等を活用して適切な

遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る。 
 
２ 開設状況等 
(1) ニーズのある全小学校区での開設を促進してきた結果、H26.5.1 の開設状況は次のとおり。 
ア 開 設 数 873 箇所 
イ 開 設 率 92.4％（全県 772 校区中 713 校区で開設） 
ウ 登録児童数 3.7 万人 
エ 待機児童数 466 人（14 市町） 
オ 未開設校区数 57 校区（11 市町） 
カ 開設時間（平日） 

開設時間 ～17:00 ～17:30 ～18:00 ～18:30 18:31～ 合計 

クラブ数 
16(2%) １ 402(46%) 199(23%) 255(29%) 873(100%) 

419(48%) 454(52%) 873(100%) 

 
(2) 県としては、今年度から、国の補助要件を下回る利用定員９人以下４人以上の小規模の児童クラブに対する補

助制度を創設 

小規模児童クラブ運営費補助 
 補助基準額：1,546 千円 

負担割合：県 1/2、市町 1/2 

 

Ⅵ 放課後児童クラブ 
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３ 「放課後子どもプラン」から「放課後子ども総合プラン」へ 

平成 19年度から少子化や核家族化の進行、就労形態の多様化及び家庭や地域の子育て機能・教育力の低下等、子
どもを取り巻く環境の変化を踏まえ、「放課後児童クラブ」（厚労省所管）と「放課後子ども教室」（文科省所管）と
を一体的に推進する「放課後子どもプラン」が進められてきたが、一体化・連携を促進するため「放課後子ども総
合プラン」に移行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅵ 放課後児童クラブ 
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Ⅵ 放課後児童クラブ 
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Ⅵ 放課後児童クラブ 
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Ⅵ 放課後児童クラブ 

「放課後子ども教室」と「放課後児童クラブ」 

 放課後子ども教室 放課後児童クラブ 

趣旨・目的 
安全・安心な活動拠点（居場所）の確保と、学習活動・体験活

動の機会を提供する。 

共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して、

放課後に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図

る。 

活動の内容 

・スポーツ・文化活動等の体験活動 

・地域住民との交流活動、昔遊び等 

・学校の予習・復習等の学習活動 

・家庭同様の生活の場としての保育活動 

・指導員による遊び、体験、学習、おやつの提供等 

実施箇所数(H25) ４８２ヶ所 ８５３ヶ所 

利用児童数(H25) 未集計 ３４，４５６人 

運営費にかかる

助成額（H26） 

４５，７４２千円（政令・中核市を除く） 

(補助基準額例：年間40日以上80日未満開催教室 215千円) 

９７０，４８８千円（政令・中核市を除く。） 

(補助基準額例：平均登録数36～45人 3,193千円) 

対象児童 地域の子ども全般 留守家庭の小学校１～３年生 ※１（障害児等は１～６年生） 

指導員等 地域のボランティア（資格要件無し） 放課後児童指導員（教員免許、保育士等の有資格者） 

開設日数 年間２５０日未満 年間２５０日以上 

定 員 なし 10人以上（適正規模40人程度） 

開設時間 1日４時間以内（休業日等は８時間以内） 
１日平均３時間以上 ※２ 長時間開設加算有 

（長期休暇期間８時間以上） 

開設場所 学校の余裕教室、公民館等 専用施設スペース、専用部屋 

補
助
要
件 

負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3  （中核市以上：国1/3、市2/3） 国1/3、県1/3、市町1/3  （中核市以上：国1/3、市2/3） 
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４ 課題 
(1) 「小１の壁」を打破するため、待機児童と未開設校区の解消、開設時間の延長が不可欠 

(2) 次代を担う人材育成のため、全ての児童が多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後子ども教室の拡
充など環境を整備するとともに、放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体化・連携の更なる推進が必要 

 
 
５ 推進方策案 
(1) 放課後児童クラブについては、認定こども園、幼稚園、保育所等において、小規模児童クラブ運営費補助を活

用し待機児童解消や、利用人数の少ない小学校区での放課後児童クラブの開設を促進するとともに、利用者ニー
ズを踏まえた開設時間の延長を働きかける。 

(2) 放課後子ども教室との一体化・連携を促進するため、市町に対して、次世代育成支援対策推進法に基づく行動
計画の作成（子ども・子育て支援法の市町計画と一体策定で可）を働きかける。 

 
 

６ 量の見込みと確保方策 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 放課後児童クラブ 

年度

区分 低学年 高学年 合計 低学年 高学年 合計 低学年 高学年 合計 低学年 高学年 合計 低学年 高学年 合計 低学年 高学年 合計

量の見込み 34,254 1,216 35,470 37,003 11,478 48,481 37,028 11,629 48,657 36,893 11,823 48,716 36,738 11,908 48,646 36,436 11,972 48,408

確保方策 35,694 6,689 42,383 36,342 7,811 44,153 36,663 9,399 46,062 36,685 10,831 47,516 36,436 11,972 48,408

２６．５．１現在 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度
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 Ⅵ 放課後児童クラブ 

      保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生 対象児童 


